
令和２年度 第１回南信州民俗芸能継承推進委員会 

次 第 

日時：令和２年５月 27日（水） 10時 30分  

  場所：南信州広域連合事務センター201・202会議室 

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 協議事項 

(1) 第 1号議案 役員等の選任

(2) 第２号議案 令和元年度事業報告

(3) 第３号議案 令和元年度決算報告

(4) 第４号議案 令和２年度事業計画（案）

(5) 第５号議案 令和２年度予算（案）

４ 意見交換 

  今後の事業推進について 

５ その他 

６ 閉会 
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役員等の選任

区分 役員 所属・役職 氏　名

顧問
伊那谷民俗芸能団体連絡協議会 顧問
（大鹿歌舞伎保存会　顧問）

片桐　登

◎
伊那谷民俗芸能団体連絡協議会 会長
（黒田人形保存会 相談役）

高田　正男

南信州民俗芸能継承推進委員会 委員長
（和合の念仏踊り 会長）

平松　三武

柳田國男記念伊那民俗学研究所 事務局長 松上　清志

南信州文化財の会 代表 吉澤　健

南信州交流の輪 代表 関　京子

○ 広域連合総務・文教・消防部会長（売木村長） 清水　秀樹

広域連合副連合長
広域連合総務・文教・消防部会員（平谷村長）

小池　正充

広域連合総務・文教・消防部会員（豊丘村長） 下平　喜隆

広域連合総務・文教・消防部会員（高森町長） 壬生　照玄

△ 飯伊市町村教育委員会連絡協議会 会長 代田　昭久

飯田市美術博物館 館長 滝沢　具幸

長野県教育委員会 文化財・生涯学習課長 小林　司

長野県南信州地域振興局長 丹羽　克寿

南信州広域連合 事務局長 髙田　修

◎＝会長、○＝副会長、△＝監事

小川　直之

笹本　正治

宮田　繁幸

櫻井　弘人

南信州民俗芸能継承推進協議会会員（案）

民俗芸能
団体

住民団体

行政機関

アドバイザー
グループ

（学識経験者）

國學院大學教授、折口博士記念古代研究所、
柳田國男記念伊那民俗学研究所所長、飯田市美術博物館顧問

長野県立歴史館館長
元長野県文化財保護審議会 会長

飯田市美術博物館 専門研究員
國學院大學兼任講師

東京福祉大学・大学院 留学生教育センター 特任准教授
元文化庁伝統文化課主任文化財調査官

第1号議案
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令和元年度事業報告

１ 効果的・積極的な情報発信、啓発活動の展開【方向性 1】 

（1）インターネットによる情報発信

ホームページの情報発信機能を充実させ各芸能団体の活動内容を常時発信する体制を作る。 

（2）10 月～11 月を「民俗芸能フェア」として集中的にイベントや民俗芸能関連行事の広報活動

を実施。 

（3）民俗芸能カレンダー制作・配布

制作部数：15,000 部

配布先：管内小中学校の児童生徒、南信州民俗芸能パートナー企業、民俗芸能団体等

２ 継承意識の醸成の場・発表機会等の提供【方向性２】 

（1）交流・事業報告会の開催

民俗芸能継承フォーラム

期日：令和元年 10 月５日（土）聴講人数 80 人

場所：飯田市鼎文化センターホール

ア 基調講演 國學院大學文学部 小川直之教授

講演題目「南信州が伝える民俗芸能の魅力は何か」

イ パネルディスカッション

「民俗芸能に対する思いと将来の継承について」

ファシリテーター 長野県立歴史館 笹本正治館長

  パネリスト 坂部の冬まつり（天龍村） 村澤雄大氏 

   上村遠山霜月祭保存会（飯田市） 山口雄大氏 

  阿智村下清内路煙火有志会（阿智村） 櫻井佑介氏 

  西浦田楽保存会（浜松市） 佐々木寿氏 

ウ 実演 「高砂」西浦田楽保存会

  「傾城阿波の鳴門巡礼歌の段」飯田女子高校人形劇クラブ 

（2）民俗芸能に係る講座の開催

伊那民俗研究集会 ※柳田國男記念伊那民俗学研究所と共催

期日：令和元年 10 月 13 日（日）～14 日（月祝）受講者 71 人（延べ人数）

場所：飯田市美術博物館講堂

基調講演 國學院大學文学部 小川直之教授

講演題目「地域像アーカイブの可能性」

ア 令和元年 10 月 13 日（日）伊那谷の貴重な民俗写真とその現状

事例報告 1 「市村咸人撮影ガラス乾板」 下伊那誌編纂会 伊坪達郎氏

事例報告 2 「熊谷元一撮影写真」 阿智村協働活動推進課 大石真紀子氏

事例報告 3 「向山雅重撮影写真」 宮田村教育委員会 小池勝典氏

第 2 号議案 
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事例報告 4 「天龍・泰阜の戦前戦後写真」 吉澤良公氏 

イ 令和元年 10 月 14 日（月祝）写真から民俗を読み取る

研究発表 1「暮らしの民俗を読む」 柳田國男記念伊那民俗学研究所 今井啓学芸員

研究発表 2「養蚕の民俗を読む」    〃 松上清志事務局長

研究発表 3「衣服の民俗を読む」    〃 片桐みどり学芸員

遠山の民俗と写真及び映像

映像上演「山のまつり」

基調講演「遠山をめぐる映像と写真」 飯田市美術博物館 櫻井弘人専門研究員

事例報告「塚原琢哉写真と下栗の現状」 下栗案内人の会 野牧和将氏

（３）南信州民俗芸能出張講座ｉｎ安曇野の開催 

期日：令和元年 10 月 20 日（日）受講者 25 人 

場所：安曇野市堀金公民館講堂 

講演：「南信州の民俗芸能」 講師：飯田市美術博物館 櫻井弘人専門研究員 

３ 子どもの芸能体験・参加機会の創出【方向性３】 

高校生の伝統芸能体験の推進（通年） 

内容：高等学校の民俗芸能クラブの活動支援（再掲：継承フォーラムにおける発表） 

４ 次世代のリーダー育成に関する事業【方向性 5】 

次世代の担い手との情報・意見交換会の開催（再掲：継承フォーラムにおける発表） 

５ 地区外人材の活用・受入の促進【方向性６】 

県外民俗芸能体感・講習会の開催  

期日：令和元年 11 月 9 日（土）聴講人数 180 人 

場所：國學院大學 常磐松ホール（東京） 

ア 講演題目「日本の神楽と向方のお潔め祭り」國學院大學文学部 小川直之教授

「遠山霜月祭和田の特質」飯田市美術博物館 櫻井弘人専門研究員 

イ 実演「向方のお潔め祭り」

６ 企業等による協力体制の構築【方向性 7】 

「南信州民俗芸能パートナー企業制度」の運用 

内容：登録企業数の増加を図るとともに、民俗芸能団体の課題と企業が支援できる内容をマ

ッチングし、企業の特性を活かした新たな支援内容の充実検討を行った。 

また、ホームページ等による取組内容周知を行った。 

マッチング事業実績

令和２年１月 ４日（土）坂部の冬祭り ― ㈱旭松食品

令和２年１月 14 日（火）新野の雪祭り ― 旭松食品㈱、喜久水酒造㈱、㈱キラヤ、

丸昌稲垣㈱、マルマン㈱ 
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７ 記録の保存【方向性８】 

  南信州阿智村清内路煙火等資産化事業との連携 

  内容：上・下清内路の煙火、南信州の煙火の映像記録及び報告書作成支援。 

報告書１冊、記録映像 3 本（上清内路の手づくり煙火、下清内路の手づくり煙火、南

信州の煙火） 

８ その他 

子どもにとって民俗芸能に親しみが持てる教材等の制作 

  内容：小学校や中学校の授業で児童、生徒が民俗芸能や祭りの歴史や意味を学ぶことができ

るようなパンフレットを作成（Web データ）。 
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会計年度　平成31年４月１日から

令和２年３月31日まで

収入総額 円

支出総額 円

差引残額 円　（次年度繰越）

収 入 の 部 （単位：円）

区 分 当初予算額 補正予算額 流充用額 予算現額 決算額 比　　較 摘　　　要

１．繰越金 7,114 ― 7,114 7,114 0 前年度繰越金

２．補助金 1,500,000 300,000 ― 1,800,000 1,734,000 △ 66,000 県補助（元気づくり支援金）

３．負担金 500,000 ― 500,000 520,000 20,000 南信州広域連合負担金等

４．寄付金 4,886 240,000 ― 244,886 153,112 △ 91,774 パートナー企業からの寄付金

５．借入金 1,500,000 ― 1,500,000 1,500,000 0 南信州広域連合からの借入金

６．雑入 0 ― 0 1,499 1,499 貸付金回収金

合 計 3,512,000 540,000 ― 4,052,000 3,915,725 △ 136,275

支 出 の 部

区 分 予算額 補正予算額 流充用額 予算現額 決算額 残　　額 摘　　　要

１．協議会助言者経費 250,000 △ 30,000 220,000 219,202 798 アドバイザー謝礼・旅費

２．情報発信・啓発活動経費 301,000 500,000 △ 70,000 731,000 646,608 84,392 ウェブサイト更新、カレンダー制作等

３．意識醸成経費 795,000 △ 60,000 735,000 722,706 12,294 継承フォーラム開催等

４．担い手確保・人的支援経費 592,000 110,000 702,000 698,019 3,981 県外におけるフォーラム開催等

５．借入金返済 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 南信州広域連合からの借入金の返済

６．その他経費 74,000 40,000 50,000 164,000 126,209 37,791 消耗品費、通信運搬費等

合 計 3,512,000 540,000 ― 4,052,000 3,912,744 139,256

3,915,725

3,912,744

南信州民俗芸能継承推進協議会

令和元年度収入支出決算書

2,981

第3号議案
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令和２年度事業計画（案）

南信州の貴重な資産を未来に継承するため、平成 28 年２月に制定した「南信州における 

民俗芸能継承のための取組方針」に基づき、次の事業を実施する。 

1 効果的・積極的な情報発信、啓発活動の展開【方向性 1】 

○新□継（1）ウェブサイトの活用による情報発信

ホームページの情報発信機能を充実させるため、各芸能団体の活動内容を常時発

信する。協議会のウェブサイトの内容更新・充実 

□継（2）11 月を「南信州民俗芸能月間」として、集中的なイベントや祭事の広報活動を実

施。 

○新□継（3）県内における民俗芸能講座の開催

南信州の民俗芸能を情報発信するため、県内において民俗芸能講座を開催する。 

内容：民俗芸能出張講座の開催 

期日：令和 2 年 11 月 21 日（土） 

場所：長野県立歴史館 

□継（4）民俗芸能カレンダー制作・配布

管内小中学校の児童生徒、南信州民俗芸能パートナー企業等へ配布 

2 継承意識の醸成の場・発表機会等の提供【方向性２】 

□継（1）交流・事業報告会の開催

文化財保護法及びユネスコ文化遺産登録に係る講演を行うとともに、当地域の若

者を中心に民俗芸能の発表機会や意見交換の場を創出する。 

内容：第６回南信州民俗芸能継承フォーラム 

期日：令和３年２月開催予定 

場所：未定 

□継（2）民俗芸能に係る講座の開催 ※柳田國男記念伊那民俗学研究所と共催

内容：「（仮）第４回伊那民俗研究集会＜折口信夫来訪 100 年記念＞」 

期日：令和２年 11 月 28 日（土）～29 日（日） 

場所：（１日目）阿南町立新野小学校体育館 

（２日目）阿南町農村文化センター 

3 次世代のリーダー育成に関する事業【方向性 5】 

○新    （1）次世代の民俗芸能の担い手同士の相互の交流、意見交換会の開催 

□継（2）民俗芸能に係る講座の開催 ※柳田國男記念伊那民俗学研究所と共催（再掲）

第 4 号議案 
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4 地区外人材の活用・受入の促進【方向性６】 

□継（1）県外民俗芸能体感・講習会の開催 ※國學院大學との共催

首都圏在住の南信州出身者や学生、研究者、住民を対象に、上村遠山霜月祭り（中

郷）をテーマとした映像上映、実演・解説、講演会を開催する 

期日：（仮）令和２年 12 月 19 日（土） 

場所：國學院大學 常磐松ホール（東京） 

○新 （2）南信州民俗芸能応援隊の設立に向けた検討（通年） 

南信州民俗芸能応援隊への登録事務、祭事情報の提供、周辺（裏方）支援を行う

外部支援者の受入策の調整、学習会の開催など 

5 企業等による協力体制の構築【方向性 7】 

□継「南信州民俗芸能パートナー企業制度」の運用

    登録企業数の増加を図るとともに、民俗芸能団体の課題と企業が支援できる内容を

マッチングし、企業の特性を活かした新たな支援内容の検討及び試行を行う。

また、ホームページ等による取組内容周知やマッチング活動への参加要請を行う。 

6 その他 

□継（1）民俗芸能の観覧環境の整備

参加者が「ほんもの」の民俗芸能を観覧するための環境整備の検討 

（照明等ハード面整備、フラッシュ撮影禁止の取組拡大、観覧マナーの確立等） 

□継（2）協議会継続のための財源確保に向けた検討及び事務局体制の検討

□継（3）ロゴマークの商標登録の研究及びロゴマーク活用による取組周知の展開
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会計年度　令和２年４月１日から

令和３年３月31日まで

収入総額 円
支出総額 円
差引残額 円

収 入 の 部 （単位：円）

区 分 本年度予算 前年度予算 比較増減

１．繰越金 2,981 7,114 △ 4,133 前年度繰越金

２．補助金 1,500,000 1,500,000 0

３．負担金 1,000,000 500,000 500,000 南信州広域連合負担金

４．寄付金 307,019 4,886 302,133

５．借入金 1,500,000 1,500,000 0 南信州広域連合からの借入金

合 計 4,310,000 3,512,000 798,000

支 出 の 部 （単位：円）

区 分 本年度予算 前年度予算 比較増減

１．協議会助言者経費 544,000 250,000 294,000

２．情報発信・啓発活動経費 453,600 301,000 152,600

３．意識醸成経費 674,000 795,000 △ 121,000 交流・事業報告会開催等

４．担い手確保・人的支援経費 552,000 592,000 △ 40,000 子供体験会開催、県外体感・講習会開催

５．環境整備・事務局支援 500,000 0 500,000 照明環境整備、事務局補助ほか

６．借入金返済 1,500,000 1,500,000 0

７．その他経費 86,400 74,000 12,400

合 計 4,310,000 3,512,000 798,000

予算の各科目に過不足が生じた場合流用が出来るものとする。

南信州広域連合からの借入金の返済

0

ウェブサイト内容更新・充実、広報等

消耗品、振込手数料

南信州民俗芸能継承推進協議会

令和２年度収入支出予算書（案）

摘　　　要

摘　　　要

県補助（元気づくり支援金）

4,310,000

カレンダー事業寄付金ほかパートナー企業から
の寄付金

4,310,000

アドバイザー謝礼・旅費、専門研究員費

第5号議案
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意見交換 

テーマ：今後の事業推進について

１ 経過 

平成 27 年７月 1 日協議会設立。 

平成 27 年度から 29 年度にかけて長野県教育委員会の「伝統行事（芸能）継承モデル事

業」の実施主体となり、この事業の中で制定した「南信州における民俗芸能継承のための

取組方針」に基づき、民俗芸能継承のための取組みを推進。平成 30 年度以降は、それま

での取組みの成果を踏まえ、長野県 地域発元気づくり支援金を得て、この取組方針に沿

った事業を展開してきている。長野県 地域発元気づくり支援金の支援は令和 2 年度で終

了する。 

２ 検討のポイント 

（1）「推進すべき９つの方向性」実行度の検証 

取組方針に示されている９つの方向性それぞれについて、これまでにどの程度実行でき

たのか検証が必要。 

（2）市町村、民俗芸能団体の主体的な参加

民俗芸能の継承推進には、長く継続した取り組みが必要となるが、各保存会やそれを密

に支援する市町村が主体的に取り組むことが何より大切である。

（そのためにはワーキングチームなどにより地域の課題を共有する作業が必要）

（3）本事業の重要性の認知

協議会が目指す「後継者の育成と未来への継承」の重要性を多くの人が知る必要がある。

（4）活動資金の確保

平成 30 年度から当協議会事業の主たる財源となっている「長野県 地域発 元気づくり支

援金」の支援が令和 2 年度で終了。

（5）事務局機能の強化

事務局に高い専門性が求められており、専門性の高い既存組織や新組織への事務局機能

移管を見据える。

（参考） 

「推進すべき９つの方向性」に基づきこれまでに実施した事業 

方向性１ 効果的・積極的な情報発信、啓発活動の展開 

・ホームページ「南信州民俗芸能ナビ」の作成、運用（H28～）

・ツイッター、フェイスブックの運用（H29～）

・「南信州の民俗芸能」紹介パンフレットの作成（H29） 

・シンボルマークの作成（H30）

・地元紙を活用した行事告知

・國學院大學、飯田市美術博物館、柳田國男記念伊那民俗学研究所等との連携
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方向性２ 継承意識の醸成の場・発表機会等の提供 

・民俗芸能継承フォーラムの開催（H27～）

・伊那民俗研究集会の開催（H29～）

・関東ブロック民俗芸能大会への参加（坂部の冬まつり保存会）（H28）

・民俗芸能に係る講座の開催

方向性３ 子ども体験促進・体験機会の提供 

・子ども体験会の開催（大名行列、東野大獅子、文楽、大鹿歌舞伎、大島山獅子舞）（H27～30） 

・飯田女子高等学校人形劇クラブ、阿南高等学校郷土芸能同好会への支援

方向性４ 青壮年層への働きかけ 

（市町村、地区、芸能団体が主導） 

方向性５ 次世代を担うリーダーの育成 

・次世代の担い手との情報交換会、意見交換会の開催（再掲・継承フォーラム）

・飯田女子高等学校人形劇クラブ、阿南高等学校郷土芸能同好会への支援（再掲）

方向性６ 地区外人材の活用・受入の促進 

・國學院大學での講演会、発表会（新野の雪祭り、遠山霜月祭和田、向方のお潔め祭り）の開

催（H29～）

・南信州民俗芸能体感・講習会（銀座 NAGANO）（H27、28）

・民俗芸能サポート隊結成支援（坂部の冬まつり）（H27）

方向性７ 企業等による協力体制の構築 

・南信州民俗芸能パートナー企業制度の運用

方向性８ 記録の保存 

・映像記録及び報告書の作成（新野の雪祭り、清内路の手作り花火）

方向性９ さらに検討すべき事項 

・子ども向け Web パンフレットの作成

11



伝統芸能保存継承プロジェクト（民俗芸能資産化事業）報告 

１，伝統芸能保存継承プロジェクト（民俗芸能資産化事業）とその特徴 

 本事業は、本協議会が進めている「伝統行事（芸能）継承モデル事業（南信州民俗芸能継

承推進事業）」と並んで、南信州広域連合を中心に取り組んでいる事業である。本事業推進

の「方向性８」にある「記録の保存」に相当し、民俗芸能を調査し記録保存を目指している。 

 本事業の特徴は、まず地元保存団体等との協働事業として進めること、対象芸能のみでな

く周辺の民俗や歴史等も視野に入れたこと、活字による記録と映像による記録の両方を行う

こと、成果は地元の市町村・関係団体、郡内の主な博物館・図書館、県内および全国の主な

図書館・大学、文化庁・文化財研究所や研究者などに送付し、さらに一般の希望者にも頒布

することで共有財産とすること、成果を活用した講座・講演会・報告会を開催すること、な

どである。 

２，事業の成果 

平成 27 年度に開催され、令和元年度までに以下の２つの事業を行った。 

〇第１弾 「南信州阿南町新野雪祭等資産化事業」 平成 27・28 年度 

調査記録対象：新野の雪祭り（国指定重要無形民俗文化財）・年中行事 

事業組織： 南信州阿南町新野雪祭等資産化実行委員会 

南信州広域連合・阿南町・阿南町教育委員会 

新野の雪祭り保存会・新野地区 

飯田市美術博物館 

事業費用： 南信州広域連合と阿南町の支出金をもとに、長野県元気づくり支援金を活用。 

事業成果： 報告書『南信州民俗芸能調査報告書１ 新野の雪祭り』 Ａ４判 451 頁 

ＤＶＤ・Blu-ray「南信州民俗芸能記録映像１ 新野の雪祭り」（285 分） 

「同２ 阿南町新野の年中行事」（160 分） 

成果活用事業： 報告会・講座・講演会等 ３回（阿南町・美博・國學院大學） 

〇第２弾 「南信州阿智村清内路煙火等資産化事業」 平成 29・30、令和元年度 

調査記録対象：清内路の手造り花火（長野県無形民俗文化財） 

南信州の煙火（飯田市・阿南町・高森町・飯島町・駒ヶ根市。 

深見の祇園祭（長野県無形民俗文化財）を含む） 

事業組織：南信州阿智村清内路煙火等資産化実行委員会 

南信州広域連合・阿智村・阿智村教育委員会 

上清内路煙火同志会・下清内路煙火有志会・清内路区 

飯田市美術博物館・柳田國男記念伊那民俗学研究所 

事業費用： 南信州広域連合と阿智村の支出金をもとに、長野県元気づくり支援金を活用。 

事業成果：報告書『南信州民俗芸能調査報告書２ 清内路の手づくり煙火』Ａ４判 279 頁 

ＤＶＤ・Blu-ray「南信州民俗芸能記録映像３ 上清内路の手づくり煙火」（70 分） 

「同４ 上清内路の手づくり煙火」（80 分） 

「同５ 南信州の煙火」（120 分） 

成果活用事業： 報告会・講座・講演会等 ２回を予定（コロナ禍により延期中） 
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３，本事業の反省と今後 

 第１弾・２弾ともに大きな成果を上げることができ、今後の継承に資する点が大きいと思

われる。その反面、国・県の指定文化財に偏る点や、国・県指定を中心とすれば調査対象市

町村が偏ること、調査の主体者や地元の協力体制の構築、財政負担のあり方などに課題が残

る。 

  今後取り上げたいテーマは、盆踊り・かけ踊り、人形芝居や歌舞伎、獅子舞など多く、実

施すればその成果は大きいと予想される。しかし、先の解決すべき課題も多い。 

令和２年度は、本事業を休止し、問題解決について検討したい。 

  今後は、関係町村の主体的な参加を望みたい。 

〇連絡 

柳田國男記念伊那民俗学研究所 叢書５『民俗芸能の宝庫―南信州』 近刊のお知らせ 

  表記の本が柳田國男記念伊那民俗学研究所から６月初旬に刊行されます。 

書名 『民俗芸能の宝庫―南信州』 

著者 櫻井弘人 

仕様 Ａ５判 125 頁 

内容 序 章 民俗芸能の宝庫―南信州 

第 1 章 中世から近世初期にさかのぼる神事芸能 

第 2 章 近世中期以降の娯楽芸能 

第 3 章 年中行事 

終 章 地域のもつ文化財〈資産〉を今に活かし、そして将来につなぐ 
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令和元年度 南信州民俗芸能パートナー企業の支援活動について 

１ 参加促進 

  従業員に対して地元の祭りや民俗芸能行事へ参加を推奨 

２ 人的支援 

従業員が祭りや行事の裏方スタッフとして活躍 

３ 情報発信 

  新聞や情報誌等で民俗芸能を紹介（南信州新聞 、いいだ FM㈱、飯田信用金庫） 

４ 資金支援 

(1) 祭りの祝儀（花代）

(2) 自動販売機（清涼飲料水）の売上の一部を、協議会へ寄付（北陸コカ・コーラボトリング

㈱飯田支店、名糖乳業㈱）

(3) 祭り当日に味噌汁を販売し、売り上げを保存会へ寄付（旭松食品㈱ほか）

(4) 保存会に対するイベント出演の謝礼（興亜エレクトロニクス㈱）

(5) 協議会のカレンダー制作に対する寄付（多摩川精機㈱含む 14社）

南信州民俗芸能カレンダー 

〇内容 

カレンダーと WEB ページの制作

〇対象（配布先） 

南信州管内の小中学校と児童生徒
（小学校 43 校/約 8,600 名、中学
校 22 校/約 4,500 名）を中心に、
保存会、企業、役場、公民館等 

〇目的 

児童生徒の各家庭、学校、役場等
の公的機関、企業の事業所や店舗
等に一年を通して掲載していただ
き、理解促進と継承気運の向上に
つなげることを目的に実施した。 

〇協賛企業 

制作に際し、パートナー企業から
協賛（寄付）を受けた。 

阿南部品㈱  
飯田女子短期大学  
飯田信用金庫  
勝間田建設㈱  
㈱阿智☆昼神観光局  
㈱長野銀行  
喜久水酒造㈱  
興亜エレクトロニクス㈱   
小林製袋産業㈱   
信菱電機株式会社  
多摩川精機㈱   
長野県商工会連合会南信州支部 

飯伊森林組合  
みなみ信州農業協同組合  
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南信州民俗芸能カレンダー事業に対するアンケート結果 

南信州管内の小中学校の先生から回答（全 65校中 36校） 

１ 児童生徒の反応 
（1）関心度

（2）具体的な様子
・地元の祭りの写真が掲載されていることに興味を示した。（天龍中学校、富草小学校ほか）
・これまで各地の伝統芸能に触れた児童を輪の中心に話題を広げていた。（高森北小学校ほか）
・自分たちにとって身近な祭りの写真をさがす。知っている祭りをさがす。面白そうな祭りをさがす
といった順の見方をしていた。（追手町小学校）

・興味を示した子もいたが、自分たちの活動が載っているかに関心があった。（売木小中学校ほか）

２ 郷土への関心を高める効果 
（1）効果の有無

（2）理由
・下伊那には貴重な祭りが沢山あり、こうして紹介することは価値がある。住んでいる地域だけでなく、

南信州全体を一つの地域文化として捉えられるし、他地域の状況や同世代の仲間の活躍を知ったりす
るのに有効（竜峡中学校、下條中学校、新野小学校、上郷小学校、和田小学校ほか多数） 

・本校ではふるさと学習を大切にしており、地域の神社の浦安の舞などの祭りに子どもたちが参加して
いるため、他地域にも同じように伝統芸能があることを知ることができる。（阿智第三小学校）

・配布されたカレンダーを保護者が見たとき、話題にしたり子どもを連れて足を運んだりするきっかけ
になる。（阿智中学校）

・全員に配っても、見ない家があると思われる。（松尾小学校ほか）

３ 学校の授業での活用 
（1）活用の可否

（2）理由 
・これを扱おうとする教師の意思や意図による。（飯田東中学校ほか）
・社会科の学習や総合学習の時間の資料として活用できる。（豊丘南小学校、喬木第一小学校ほか）
・動画や写真が多数使われている点が良い。関わる人の表情とか祭り（地域）に寄せる思いや願いにも
触れさせたい。（追手町小学校）

・ICT が充実すれば web学習で活用できそう。（松川中学校、平谷小学校ほか）

４ カレンダーに対する意見・要望 
・４月から３月の年度単位のカレンダーがありがたい。（高陵中学校、座光寺小学校ほか多数）
・懇談会などで保護者に渡せるとよいかもしれない。（松川中学校）

５ その他、協議会への意見・要望等 
・これからの地域を担っていく子どもたちのために、引き続き民俗芸能の魅力を発信していただくこと

を願う。（和合小学校）
・現在、本校では総合的な学習の時間等での独自の取り組みは行われていないが、こういった資料を
きっかけにして、自分たちが住む地域に昔から伝えられ、大切にされてきたお祭りや民俗芸能を知っ
たり、調べたりする学習活動が可能となると思う。積極的に活用していきたいと思う。（伊賀良小学校）

・地域のお年寄りや子どもたちの参加は割とあるが、保護者世代の参加がなかなかできないという声を
聞く。保護者世代が参加しやすくなると良いと感じる。（竜東中学校）
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黒田人形浄瑠璃 春季禮祭奉納上演（国選択無形民俗文化財） 
日  時  平成 31 年４月 13 日（土）（宵祭）、４月 14 日（日）（本祭） 

場  所  下黒田諏訪神社境内人形専用舞台（飯田市上郷黒田 2344 番地 2） 

参加企業  飯田信用金庫、多摩川精機株式会社  
支援内容  記録撮影への協力 

大鹿歌舞伎 春・秋 定期公演 （国重要無形民俗文化財） 
日  時  令和元年 5 月 3 日（祝）、10 月 20 日 9：00～ 

場  所  大磧（たいせき）神社舞台（大鹿村大河原 3402-2） 

参加企業  飯田信用金庫、信菱電機㈱、大協建設㈱、多摩川精機㈱、㈱長野銀行、中部電力㈱ 

電力ネットワークカンパニー飯田営業所、飯田女子短期大学  
支援内容  駐車場整理、会場準備、会場片づけ等への協力 

興亜エレクトロニクス株式会社 50周年感謝祭 
日  時  令和元年 10 月 26 日（土）11：00～ 

場  所  阿南町コミュニティの森 特設会場 

参加団体   早稲田人形、新野の盆踊り、和合の念仏踊り、新野の雪まつり、遠山の霜月祭り（和田） 
支援内容  イベントに保存会を招待して従業員、地域住民と交流。保存会に出演の謝礼あり。

事例紹介 
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遠山の霜月祭り（ 正八幡神社）（国重要無形民俗文化財） 
日  時  令和元年 12 月 11 日 8：00～（事前準備：令和元年 12 月１日 8：00～） 

場  所  上町正八幡宮（飯田市上村上町 784） 

参加企業  飯田信用金庫、飯田精密㈱  

支援内容  薪運び、釜の水足し、神楽歌の唱和（事前準備：掃除、湯木割など） 

新野の雪まつり 伊豆神社（国重要無形民俗文化財） 
日  時  令和２年１月 14 日 

場  所 阿南町役場新野出張所（阿南町新野 1495-1） 

参加企業  旭松食品㈱、喜久水酒造㈱、㈱キラヤ、丸昌稲垣㈱、マルマン㈱  
支援内容  吉鍋の食材提供と調理（販売は保存会が行い、売り上げは保存会に寄付） 

あいなび いいだ FM㈱発行のタウン情報誌（年４回）のなかで祭りを紹介

春号 / 夏号
秋号 清内路の手作り花火 / 冬号

事例紹介 
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令和元年度元気づくり支援金を活用した他団体の民俗芸能に係る取組 

団体名 事業名 
事業内容 

（① ソフト事業 ②ハード事業）

舞台芸術鑑賞

事業企画委員

会 （飯田市） 

ようこそ、歌舞

伎の世界へ 

歌舞伎の魅力

発信事業 

・南信州地域に芸能・伝承芸能ファンを増やし、次世代に繋げていく機運の醸成を

目的に、松竹大歌舞伎巡業公演を誘致するとともに、地域の小中学生や高校生を

招待し、歌舞伎に親しむ機会を作った。 

・保存会員や地域住民を対象とした歌舞伎講座を開催した。

①大歌舞伎公演、講座開催事業 

南信州複合芸

能文化の会

（阿智村） 

南信州の人形

劇・獅子舞・サ

ブカルチャー

の複合芸能文

化「南信州天

昇オロチ」によ

る南信州地域

の文化振興 

・伝統芸能の獅子舞、人形劇、現代のサブカルチャーといった当地域の文化の要

素をすべて取り入れた複合芸能「南信州天昇オロチ」の演舞を、飯田市で行われる

人形劇フェスタ、飯田丘のまちフェスティバル、南信州獅子舞フェスティバル等に

参加し実施するとともに、小型版の獅子舞を制作し、管内保育園・小学校へ出張上

演を行った。 

①台本制作、デザイン費、舞台演、演舞指導 

②獅子頭制作、獅子舞制作 

大鹿歌舞伎保

存会（大鹿村） 

大鹿歌舞伎体

感伝承活用事

業 

・大鹿歌舞伎の魅力を広く発信し、保存伝承するための各種事業に取り組んだ。

（1）中学生や小学生対象の公演（2）「大鹿歌舞伎の歴史」をテーマにした講演会、

体験ワークショップ（3）高速バスラッピング（4）歌舞伎用具の新調 

①音響委託、講演会講師謝金、高速バスラッピング 

②歌舞伎衣装、かつら、小道具 

南信州阿智村

清内路煙火等

資産化事業実

行委員会（飯

田市） 

南信州阿智村

清内路煙火等

資産化事業 

・阿智村清内路の手作り煙火を中心に南信州の花火文化を調査し、文字と映像で

記録した。地元で聞き取り、文献調査、動画撮影、写真撮影を行い、学習会を開

催。花火文化の保存継承に取り組んだ。 

①専門家謝礼、専門家旅費、映像制作委託費、報告会印刷製本費 

下條村歌舞伎

保存会 

下條歌舞伎の

軌跡・映像ア

ーカイブス制

作事業 

・下條歌舞伎の担い手である子どもに焦点をあてた記録映像を制作した。ケーブル

テレビで放送するとともにHP等へも掲載し、魅力発信ツールとして活用した。 

・下條歌舞伎の魅力を内外に発信するため、下條歌舞伎シンポジウムと歌舞伎にま

つわる場所を巡るツアーを開催した。 

①講師謝礼、映像制作 
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南信州民俗芸能継承推進協議会規約 

（名称） 

第１条 本協議会は、南信州民俗芸能継承推進協議会（以下「本協議会」とい

う。）と称する。 

（目的） 

第２条 本協議会は、将来に向けて南信州が誇る民俗芸能の維持・継承を図るこ

とを目的とする。 

（事業） 

第３条 本協議会は、前条の目的達成のため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 民俗芸能の維持・継承に関する事業

(2) 民俗芸能の後継者育成に関する事業

(3) 前各号に掲げるもののほか、本協議会の目的達成に必要な事業

（構成） 

第４条 本協議会は、次に掲げる組織をもって組織する。 

(1) 伊那谷民俗芸能団体連絡協議会

(2) 民俗芸能関連住民団体

(3) 南信州広域連合（総務・文教・消防部会）

(4) 飯伊市町村教育委員会連絡協議会

(5) 飯田市美術博物館

(6) 長野県教育委員会

(7) 長野県南信州地域振興局

(8) 前各号に掲げるもののほか、本協議会の目的の趣旨に賛同する者

（役員） 

第５条 本協議会に次の役員を置く。 

（1）会 長  １名 

（2）副会長 １名 

（3）監 事  １名 

２ 会長は、会員の互選により選出する。 

３ 副会長及び監事は、会長が任命する。 
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（任期） 

第６条 役員の任期は３年とし、再任を妨げない。ただし、補欠役員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（役員の職務） 

第７条 会長は、本協議会を代表し、会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、そ

の職務を代理する。 

３ 監事は、会計を監査する。 

（アドバイザー） 

第８条 本協議会にアドバイザーを置くことができる。 

２ アドバイザーは、総会において会長が推挙する。

３ アドバイザーは、学術的観点から本協議会へアドバイスを行う。

（委員会） 

第９条 第３条各号に掲げる事業について、取組みの方向性を検討し具体的な事

業の推進を担う組織として、民俗芸能継承推進委員会(以下、「委員会」とい

う。)を置く。 

２ 委員会の委員は、会長が任命する。 

３ 委員会に次の者を置く。 

（1）委員長  １名 

（2）委員長代理 １名 

４ 委員長は、委員の互選により選出する。 

５ 委員長代理は、委員長が指名する。 

（地区推進組織） 

第10条 第３条各号に掲げる事業について、各民俗芸能継承の具体的な取組みを

実践する組織として、必要に応じ地区推進組織を置くことができる。 

（会議） 

第11条 本協議会の会議は、総会、委員会及び地区推進組織とする。 

２ 総会は、本協議会の最高意思決定機関として、会長が招集し、議長を務め

る。 

３ 委員会は、会長の命を受け、会務の企画立案に当たる。 

４ 地区推進組織は、前条に規定するところにより、地域の実情に応じた取組を
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検討、実践する。 

（事務局） 

第12条 本協議会の事務局は、南信州広域連合に置く。ただし、第10条に定める

地区推進組織の事務局は原則として当該市町村に置く。 

（経費） 

第13条 本協議会の経費は、当面の間、長野県からの補助金、その他の収入を

もって充てる。 

（会計年度） 

第14条 本協議会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わ

る。 

（補則） 

第15条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に必要な事項は、会長が

定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規約は、平成27年７月１日から施行する。 

（設立年度の特例） 

２ 本協議会の設立年度における会計は、第14条の規定にかかわらず、平成27年

７月１日に始まり平成28年３月31日に終わる。 
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～南信州の宝「民俗芸能」を未来に伝承するために～ 
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